
児童発達支援事業 

対 象： ０歳から就学前までの、日常生活動作等の獲得のための療育を必要とするお子さん。
（受給資格者証の給付決定が必要です。） 

 
内 容： ◇生活能力向上プログラム ◇運動療育プログラム 

◇異年齢による療育プログラム ◇共に育ちあうインクルージョン教育 
 
時 間： ◇未就園児（０～５歳）の療育 - 親子通園または単独通園 9:00～13:00 

◇就園児（３～５歳）の療育 - 親子通園 9:00～13:00 
  - 単独通園 9:00～14:00 / 園終了後～17:00 

※個別支援計画書に基づき利用日・時間を決定します。 
 
利用料： 各市町村が定めた通所利用者負担額（所得に応じて負担上限月額が設定されます。） 

西那須野学園 児童発達支援センター 

◇話を聞くこと、話をすることが苦手、一方的に話してしまう 

◇相手の気持ちが理解できずトラブルになってしまう 

◇集団の活動に参加することが難しい 

◇急な予定変更があると不安になったり混乱してしまう 

◇じっとしているのが苦手 

◇片付けや靴をはくなどが苦手 

◇力を入れすぎたり声が大きすぎたりする 

◇思い通りにならないとパニックになる 

こんなことで困っていませんか？ 

 

 日常生活の基本的な動作や知識技術を習得し、
集団生活できるよう支援を行います。 
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お気軽にお問い合わせ下さい 

児童発達支援センター シャローム 

〒329-2754 栃木県那須塩原市西大和6-15（西那須野幼稚園内）  

Tel：0287-37-5555 / Fax：0287-47-7806 

E-mail：sharoumu@nishinasuno.ed.jp 

HP：http://nishinasuno.ed.jp/sharoumu/ 


